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2025年の吹田 

～ 医療からみた４つのキーワード ～ 

吹田市 健康医療審議監 

舟津 謙一 
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→ 2025 → 2035 → 2040 → 

Key word① 

※2000年ころ 
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実測値 推計値 

 〇 当面、人口増加が続き、2030年をピークに減少が始まると見込まれている。 

 〇 2000年以降、本市の生産年齢人口（15～64歳）は減少しはじめている。 

推計値は、吹田市第４次総合計画策定に係る人口推計について（案）（平成
30年1月25日時点）より 

年齢３区分別人口の推移 

人口の推移（吹田市） 
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65歳以上人口の推移（吹田市） 
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Cure 

これまでの医療 

疾病の治癒と生命維持を 
主目的とする 

「キュア中心」の時代 

慢性疾患などを抱えても 
生活の質を維持・向上 

心身・社会的な意味も含めた健
康を保つことを目指す 
「ケア中心」の時代 

Care 

2025～ 

Key word② 
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地域包括ケアシステムの構築 

いつまでも元気に暮らすために･･･   
生活支援・介護予防 ※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０

分以内に必要なサービスが提供される 

  「日常生活圏域（具体的には中学校
区）」 

  を単位として想定 

■在宅系サービス 

 ・自宅、サ高住  等 相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 日常の医療： 
 ・かかりつけ医、有床診療所 
 ・地域の連携病院 
 ・歯科医療、薬局 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 
通所・入所 

病院： 
 急性期、回復期、慢性期 

病気になったら･･･   
医療 

 

介護が必要になったら･･･   
     介護 

■介護予防サービス 

住まい 

 ○ 住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、 
  医療・介護・予防・住まい・生活支援が、包括的に確保される体制を、いわゆる団塊 
  世代が75歳以上となる2025年を目指して進めていく。 
 
 （参考）「地域包括ケアシステム」の定義（社会保障制度改革プログラム法第４条第4項） 
   地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した 
   生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括 
   的に確保される体制 
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在宅医療の現状 

第７次大阪府医療計画における 
吹田市の訪問診療の医療需要より 

平成25年 
（2013年） 

平成37年 
（2025年） 

2,685 人/日 4,642 人/日 

約1.7倍 

訪問診療の必要量（推計） 
65歳以上人口1万人あたりの 
訪問診療 実施診療所の件数 

（件） 

大阪府医療機関情報システムより 
（平成30年1月31日現在） 
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かかりつけ医 

なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して 
必要な時には専門医・専門医療機関を紹介でき 
身近で頼りになる地域医療・保健・福祉を担う 

総合的な能力を有する医師 

※日本医師会・四病院団体協議会「医療提供体制のあり方」より 

Key word③ 
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かかりつけ医はいますか？ 
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かかりつけ歯科医・薬局は？ 
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A C P 

人生の最終段階の医療・ケアについて 
本人が、家族等や医療・ケアチームと 
事前に繰り返し話し合うプロセス 

Advance Care Planning 

Key word④ 
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人生の最期をどこで迎えたいか？ 

全国 吹田市 
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人生の最期をどこで迎えさせたいか？ 

全国 吹田市 
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人生の最期についての話し合い 
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パンフレット「終末期医療 ACPから考える」（日本医師会）より 
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パンフレット「終末期医療 ACPから考える」（日本医師会）より 
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パンフレット「終末期医療 ACPから考える」（日本医師会）より 
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地域包括ケアシステム構築のロードマップ ～2025年を見据えて～ 
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○入院医療機関と在宅医療  
に係る機関との協働による 
入退院支援の実施 

①入退院支援 

  

○  在宅療養者の病状の急変時における往診や訪
問看護の体制及び入院病床の確保 

     

③急変時の対応 

②日常の療養支援 

○ 多職種協働による患者や家族の生活を 

 支える観点からの医療の提供 

○ 緩和ケアの提供 

○ 家族への支援 

○住み慣れた自宅や介護施設
等、患者が望む場所での看取り
の実施 

④看取り 

急変 

在宅医療の体制構築に係る指針（疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（平成29年3月31日医政局地域医療計画課長通知）～より 

 
  ○①～④の機能の確保にむけ、必要な連携を担う役割 
   ・地域の関係者による協議の場の開催   
   ・包括的かつ継続的な支援にむけた関係機関の調整  
   ・関係機関の連携体制の構築 等 

 

  ○①～④の機能の確保にむけ、積極的役割を担う 
    ・自ら24時間対応体制の在宅医療を提供 
   ・他医療機関の支援 
   ・医療、介護、障害福祉の現場での多職種連携の支援 

  在宅医療において積極的役割を担う医療機関  在宅医療に必要な連携を担う拠点 

 ・病院、診療所（歯科含む） ・薬局  

 ・訪問看護事業所 ・居宅介護支援事業所 

 ・地域包括支援センター 

 ・短期入所サービス提供施設  

 ・相談支援事業所 等 
 多職種連携を図りつつ、24時間体制で在宅医療を提供 

在宅医療提供体制のイメージ 

在宅医療の提供体制に求められる医療機能 

・在宅療養支援診療所 

・在宅療養支援病院  等 

・医師会等関係団体 

・保健所  ・市町村  等 


